
令和○年

備 考

・別紙実測平面図のとおり道路後退線が確定しましたので、建築計
画等への反映をお願いします。
・後退用地は道路用地となりますので、布設される給排水管、ガス引
込管は道路占用基準に適合した土被りが必要です。
・後退用地は土間コンクリート等の構造物を設置することができませ
ん。なお、撤去に係る費用は自己負担となります。

協
議
事
項

後 退 用 地 の 区 域 別紙実測平面図（○部分）のとおり

後退用地の管理方法 寄附する

す み 切 り 用 地 の
管 理 方 法

市 整 備 内 容 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

補 助 項 目

樹木撤去費：高木（樹高３ｍ以上）◇本
土間コンクリート等撤去費◇◇㎡
配管等工事費：水道ﾒｰﾀｰ(市管理のもの）◇箇所
配管等工事費：汚水ます（市管理の公共ます）◇箇所
擁壁工事費：高さ0.3m以上0.8m未満の構造物◇◇m

補助金等申請期限 令和○年12月1日

すみ切り用地奨励金

土 地 の 所 在 地 岡崎市○○町字○○

土 地 の 所 有 者

住 所 岡崎市○○町字○○

氏 名 ○○ ○○

道
路
の
状
況

道 路 幅 員 別紙実測平面図のとおり

すみ切り用地の有無 無

令和○年○月○日に申し出がありました後退用地についての協議の結果は、次のとおりです。

○住環第○○○○号

○月○日

○○ ○○ 様

岡 崎 市 長

協 議 結 果 通 知 書

参 考 資 料

ここに記載されている補助対象項目、

単位、数量をご確認ください。

注：協議結果通知書受領日から起算

して３年を経過する日が属する年度

の12月1日が申請期限です。


